
富田林市こどもの権利に関する条例検討委員会報告書 

の構成について 
 

１．条例検討委員会について 

   ○条例検討委員会の設置と検討の経過 

   ○条例の目的と役割 

   ○条例検討委員会の取組 

 

２．条例素案と解説（各条文の考え方、基づく意見） 

   ○前文 

   ○第１章 総則（第１条－第３条） 

   ○第２章 こどもの権利（第４条） 

○第３章 こどもの権利を保障するための責務および役割（第５条－第９条） 

○第４章 こどもの権利を保障するまちづくりの推進（第１０条－第１３条） 

○第５章 こどもの権利の擁護および救済（第１４条－第１５条） 

○第６章 条例の推進（第１６条－第１８条） 

○第７章 雑則（第１９条） 

○附則 

 

３．委員の想い 

   ○委員長・副委員長（４００～６００字程度） 

   ○委員（２００～３００字程度） 

 

４．参考資料 

   ○富田林市こどもの権利に関する条例制定過程の取組 

   ○富田林市こどもの権利に関する各種調査報告書の概要 

   ○富田林市こどもの権利に関する条例検討委員会設置要綱 

   ○富田林市こどもの権利に関する条例検討委員会委員名簿 

 

 

資料５ 

 


